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●�

は
じ
め
に

　

日
本
か
ら
遠
い
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
北

東
部
に
位
置
す
る
ス
ー
ダ
ン
と
い
う
国

を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
ス
ー
ダ
ン
の
実

情
を
知
っ
て
い
る
人
々
は
多
く
は
な
い

だ
ろ
う
し
、
仮
に
知
っ
て
い
て
も
、
一

般
的
に
は
否
定
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
―
―

独
裁
体
制
、
テ
ロ
支
援
国
家
、
内
戦
、

経
済
制
裁
、
人
権
違
反
、
国
際
刑
事
裁

判
所
に
訴
追
さ
れ
た
国
―
―
を
思
い
浮

か
べ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー

ド
か
ら
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
ス

ー
ダ
ン
は
欧
米
国
際
社
会
―
―
民
主
主

義
、
テ
ロ
と
の
戦
い
、
人
権
と
い
っ
た

諸
価
値
に
重
き
を
置
く
社
会
―
―
か
ら

「
の
け
者
」
扱
い
の
状
態
に
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
ス
ー
ダ
ン
は
、
南
ス
ー
ダ

ン
の
独
立
（
二
〇
一
一
年
）、
ダ
ル
フ

ー
ル
和
平
に
関
す
る
ド
ー
ハ
合
意
文
書

の
締
結
（
二
〇
一
一
年
）
と
い
う
よ
う

に
、
国
内
問
題
の
解
決
―
―
そ
し
て
そ

れ
を
通
じ
た
対
欧
米
関
係
の
改
善
―
―

に
向
け
て
一
応
の
努
力
は
行
っ
て
き
た
。

特
に
、
二
〇
一
六
年
に
入
り
、
中
東
か

ら
欧
州
へ
の
移
民
問
題
で
ス
ー
ダ
ン
に

も
注
目
が
集
ま
り
、
か
つ
、
ス
ー
ダ
ン

問
題
に
関
心
が
高
か
っ
た
オ
バ
マ
政
権

の
任
期
終
了
が
意
識
さ
れ
る
な
か
で
、

欧
米
と
の
関
係
改
善
の
可
能
性
は
、
過

去
よ
り
も
増
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。

　

そ
れ
で
は
、
国
内
問
題
の
解
決
に
向

け
て
、
ス
ー
ダ
ン
は
こ
の
機
会
を
ど
の

よ
う
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
欧

米
国
際
社
会
へ
の
復
帰
に
向
け
た
見
通

し
は
得
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

●�

欧
米
国
際
社
会
か
ら
の
孤
立

―
独
裁
、
テ
ロ
支
援
、
内
戦
―

　

ス
ー
ダ
ン
の
舵
取
り
を
担
う
の
は
、

ア
ラ
ブ
系
の
ジ
ャ
ー
リ
ー
ン
族
出
身
で

あ
る
オ
マ
ル
・
ア
ル
・
バ
シ
ー
ル
大
統

領
（
一
九
四
四
年
～
）
と
、
同
大
統
領

が
率
い
る
与
党
・
国
民
会
議
党
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
、
イ
ス
ラ
ム
思
想
の
指
導

的
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
故
ハ
サ
ン
・

ト
ラ
ー
ビ
ー
師
と
共
に
ク
ー
デ
タ
ー
を

敢
行
し
た
バ
シ
ー
ル
大
統
領
は
、
現
在

に
至
る
ま
で
権
力
の
席
に
居
座
り
続
け

て
い
る
。
こ
の
間
、
三
度
―
―
二
〇
〇

〇
年
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
一
五
年
―

―
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
バ
シ

ー
ル
政
権
の
強
権
体
制
に
反
対
し
た
野

党
勢
力
が
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
た

め
に
、
民
主
的
な
要
素
は
担
保
さ
れ
な

か
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
は
国
民
の
諸

権
利
を
保
障
し
た
暫
定
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
も
の
の
、
国
家
治
安
法
が
そ
う
し

た
権
利
を
制
限
―
―
事
実
上
同
法
が
憲

法
に
優
越
―
―
し
て
お
り
、
治
安
機
関

や
警
察
機
構
が
国
内
を
牛
耳
っ
て
い
る
。

　

国
内
で
強
権
体
制
を
築
く
だ
け
で
な

く
、
ス
ー
ダ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
勢

力
と
の
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
国
で
も

あ
る
。
一
九
九
三
年
二
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
で
生
じ
た
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
爆

破
テ
ロ
未
遂
事
件
な
ど
に
は
故
ト
ラ
ー

角
田 

和
広

ス
ー
ダ
ン

―
欧
米
国
際
社
会
への
復
帰
に
向
け
た
努
力
と
そ
の
限
界
―

ビ
ー
師
に
よ
る
関
与
が
疑
わ
れ
た
。
ま

た
一
九
九
八
年
七
月
に
生
じ
た
在
ケ
ニ

ア
及
び
在
タ
ン
ザ
ニ
ア
米
大
使
館
爆
破

事
件
に
お
い
て
も
ス
ー
ダ
ン
の
関
与
が

疑
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
は
ハ
ル
ツ
ー
ム
州

へ
の
巡
航
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
実
施
し
た
。

　

他
に
も
、
ス
ー
ダ
ン
事
情
と
し
て
、

継
続
的
な
内
戦
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。

現
在
、
ス
ー
ダ
ン
は
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方

と
南
部
二
州
（
南
コ
ル
ド
フ
ァ
ン
州
と

青
ナ
イ
ル
州
）
に
お
い
て
反
政
府
勢
力

と
の
紛
争
―
―
ア
ラ
ブ
系
（
中
央
）
と

ア
フ
リ
カ
系
（
周
辺
）
と
の
間
の
対
立

―
―
を
抱
え
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
か

ら
始
ま
っ
た
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
は
、
こ

れ
ま
で
に
約
二
六
〇
万
人
を
超
え
る
国

内
避
難
民
を
発
生
さ
せ
た
ば
か
り
か
、

約
三
〇
万
人
を
超
え
る
犠
牲
者
を
生
じ

さ
せ
た
。
南
部
二
州
に
お
け
る
政
府
と

反
政
府
武
装
勢
力
と
の
対
立
は
、
英
国

の
植
民
地
時
代
か
ら
続
い
た
ス
ー
ダ
ン

北
部
と
南
部
（
現
南
ス
ー
ダ
ン
）
と
の

対
立
の
残
り
火
で
あ
る
。
南
北
対
立
の

大
ま
か
な
火
元
は
南
ス
ー
ダ
ン
独
立
に

よ
っ
て
消
し
去
ら
れ
た
も
の
の
、
同
国

の
独
立
時
に
取
り
残
さ
れ
た
反
政
府
武

装
勢
力
の
一
部
が
依
然
と
し
て
政
府
に

抵
抗
を
続
け
て
い
る
。

　

独
裁
体
制
、
テ
ロ
支
援
、
内
戦
、
こ

れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
バ
シ
ー
ル
政
権

の
主
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
の
で
あ
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れ
ば
、
欧
米
国
際
社
会
と
ス
ー
ダ
ン
が

衝
突
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ス
ー
ダ
ン
は
、
一
九
九
三
年
以
降
、
ア

メ
リ
カ
の
『
テ
ロ
に
係
わ
る
国
別
報
告

書
』
に
お
い
て
テ
ロ
支
援
国
家
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
九

六
年
に
国
連
に
よ
る
対
ス
ー
ダ
ン
制
裁

が
行
わ
れ
た
の
に
続
き
、
一
九
九
七
年

に
ア
メ
リ
カ
は
、
貿
易
・
金
融
面
に
関

す
る
包
括
的
な
経
済
制
裁
を
課
し
た
。

二
〇
〇
九
年
に
国
際
刑
事
裁
判
所
は
、

ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
で
生
じ
た
人
権
侵
害

か
ら
バ
シ
ー
ル
大
統
領
を
訴
追
し
逮
捕

状
を
発
行
し
た
。
こ
の
よ
う
に
バ
シ
ー

ル
政
権
は
、
欧
米
国
際
社
会
か
ら
「
の

け
者
」
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
。

●�

国
内
問
題
の
解
決
へ
向
け
て

―
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
案
署
名
、
国

民
対
話
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
対

策
―

　

国
内
で
強
権
的
な
政
策
を
行
う
バ
シ

ー
ル
政
権
だ
が
、
一
応
は
国
内
問
題
の

解
決
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
る
。
二

〇
一
六
年
三
月
、
バ
シ
ー
ル
政
権
は
Ａ

Ｕ
が
提
示
し
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
案
に
署

名
し
た
。
同
案
は
反
政
府
武
装
勢
力
や

主
要
野
党
と
の
和
平
交
渉
な
ど
に
関
す

る
交
渉
の
枠
組
み
合
意
で
あ
る
。
同
案

へ
の
署
名
は
、
反
政
府
武
装
勢
力
と
の

和
平
に
向
け
て
政
権
側
が
取
っ
た
具
体

的
な
一
歩
と
も
言
え
な
く
は
な
い
。
同

年
八
月
に
は
反
体
制
派
も
署
名
し
、
ア

デ
ィ
ス
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
人
道

支
援
の
実
施
方
法
や
敵
対
行
為
の
停
止

の
条
件
な
ど
の
問
題
を
巡
っ
て
政
府
と

反
政
府
武
装
勢
力
は
意
見
を
折
り
合
え

ず
交
渉
は
頓
挫
し
た
。
現
在
、
同
案
を

軸
と
し
た
和
平
交
渉
の
再
開
に
向
け
て

両
者
の
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
の
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
案
の
署
名
が
生

み
出
し
た
モ
メ
ン
タ
ム
は
、
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
か
の
様
に
み
え
る
。

　

国
内
体
制
の
改
革
の
実
現
を
中
心
と

し
た
取
り
組
み
が
、
二
〇
一
五
年
一
〇

月
か
ら
一
年
か
け
て
行
わ
れ
た
国
民
対

話
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
月
の
演
説

で
バ
シ
ー
ル
大
統
領
が
呼
び
か
け
た
国

民
対
話
は
、
各
種
の
自
由
の
実
現
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
保
、
恒
久
憲

法
の
制
定
と
い
っ
た
ス
ー
ダ
ン
の
基
本

的
問
題
に
つ
い
て
与
野
党
関
係
者
を
交

え
て
議
論
す
る
対
話
枠
組
み
で
あ
る
。

本
年
一
〇
月
に
国
民
文
書
が
採
択
さ
れ
、

国
民
対
話
の
結
論
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、

現
時
点
で
は
「
対
話
を
行
っ
た
」
こ
と

以
上
の
評
価
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら

主
要
な
反
体
制
派
が
ほ
と
ん
ど
対
話
に

参
加
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
対
話
の
包

摂
性
は
著
し
く
欠
け
て
い
た
し
、
与
党

に
痛
み
を
と
も
な
っ
た
形
で
、
国
民
文

書
が
履
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
す
ら
定

か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
対
策
で
あ

る
。
ス
ー
ダ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
に
治
安

機
関
を
中
心
に
、
国
内
の
過
激
派
思
想

や
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
へ
の
渡
航
者
の
取

り
締
ま
り
に
努
力
し
て
き
た
。
し
か
し
、

国
内
で
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
機
能
し
て
お
り
、「
イ
ス
ラ

ム
国
」
が
活
動
す
る
リ
ビ
ア
と
の
国
境

線
を
完
全
に
取
り
締
ま
る
こ
と
も
難
し

い
の
が
現
実
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一

二
月
に
治
安
当
局
は
、
逮
捕
し
た
イ
ス

ラ
ム
過
激
派
の
関
係
者
を
釈
放
し
た
が
、

こ
れ
に
は
イ
ス
ラ
ム
支
持
者
の
圧
力
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
強
大
な

権
限
を
有
す
る
治
安
機
関
で
す
ら
、
過

激
派
の
活
動
を
完
全
に
制
御
で
き
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
版
『
テ

ロ
に
係
わ
る
国
別
報
告
書
』
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
は
、
テ
ロ
対
策
に
関
す
る
ス

ー
ダ
ン
側
の
努
力
を
評
価
す
る
も
の
の
、

テ
ロ
支
援
国
家
リ
ス
ト
か
ら
ス
ー
ダ
ン

の
名
前
を
削
除
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事

実
が
ス
ー
ダ
ン
の
テ
ロ
対
策
の
評
価
を

如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

●
お
わ
り
に

　

欧
米
国
際
社
会
か
ら
孤
立
し
た
バ
シ

ー
ル
政
権
は
、
二
〇
一
六
年
に
お
い
て
、

欧
米
国
際
社
会
と
の
亀
裂
の
原
因
の
除

去
に
向
け
て
「
一
応
の
」
努
力
―
―
ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
案
署
名
、
国
民
対
話
、
イ

ス
ラ
ム
過
激
派
対
策
―
―
を
行
っ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
シ
ー
ル
政
権

が
行
っ
た
措
置
は
い
ず
れ
も
中
途
半
端

と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
現
時
点
で
欧
米

国
際
社
会
と
の
関
係
改
善
が
劇
的
に
進

む
可
能
性
は
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い

ず
れ
も
道
半
ば
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
が
、
ス
ー
ダ
ン
は
、
一
つ
の

重
要
な
岐
路
を
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

　

ス
ー
ダ
ン
は
古
来
よ
り
豊
か
な
歴
史

を
有
し
、
経
済
的
に
も
栄
え
た
地
域
で

あ
っ
た
。
今
で
も
そ
の
豊
か
さ
の
潜
在

性
―
―
肥
沃
な
農
業
地
帯
や
地
下
資
源

に
恵
ま
れ
た
広
大
な
国
土
―
―
が
語
ら

れ
る
国
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

そ
の
潜
在
性
を
い
つ
ま
で
も
活
か
し
き

れ
な
い
バ
シ
ー
ル
政
権
の
責
任
は
重
い
。

国
際
社
会
の
多
元
化
と
分
権
化
が
進
む

現
在
の
世
界
情
勢
に
お
い
て
、
欧
米
と

の
関
係
が
国
際
関
係
の
全
て
と
言
う
つ

も
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、政
治
・

経
済
・
文
化
面
で
大
き
な
影
響
力
を
有

す
る
社
会
と
の
繋
が
り
を
、
ど
の
よ
う

な
形
で
あ
れ
管
理
で
き
な
か
っ
た
た
め

に
、
ス
ー
ダ
ン
が
こ
れ
ま
で
に
支
払
っ

て
き
た
代
償
は
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

（
つ
の
だ　

か
ず
ひ
ろ
／
前
明
治
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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